
古着古布一般廃棄物運搬処理業務 
 

１ 概  要    

小松市（以下「甲」という。）が保有している古着古布を受託者（以下「乙」という。）が引取り，

甲が指定した日に搬出し，再資源化する業務。 

 

２ 引渡場所   エコロジーパークこまつ及び小松市の指定する場所（別紙参照） 

 

３ 引渡期間   契約締結の日から令和９年３月 31日まで  

 

４ 引渡予定量  70.0ｔ（R6.10～R7.9実績 70.0ｔ）   

 

５ 業務の内容 

（1）乙の責任において，古着古布を集積場から引き取りし，有効な資源として適切にリサイクルする

ものとする。  

(2) 古着等の運搬車両への積込は，乙が行うものとする。  

（3）古着等の運搬用容器への投入は，甲又は排出市民が行う。 

（4）収集の日時は，甲乙協議のうえ決定する。 

（5）その他収集に関する諸条件は別紙のとおりとする。 

 

６ 留意事項 

（1）乙は，対象物を適正に処理するために必要な設備等を有していること。  

(2) 引き取りの際には，集積場の清掃等環境美化に努めること。  

（3）業務の遂行に際して，現場立会い等必要事項は，甲の指示に従うこと。 

 

７ 収集運搬時の遵守事項 

（1）立会い関係者からの注意や要望の考慮を含めて，安全配慮を行うこと。  

（2）運搬時に収集物の落下等がないようにすること。  

(3) 各現場の遵守事項を厳守すること。  

（4）環境法令や安全法令等を遵守し，環境負荷の低減に努めること。  

 

８ 報告 

受託者は，業務を実施した翌月の５日までに，集積場毎に搬出日と処理量を業務実績報告書によ

り報告しなければならない。  

 

９  支払 

  報告書により確定した数量に支払単価（消費税及び地方消費税を含む。）を乗じた金額を支払金額

とする。なお，算出した金額に１円未満の端数が生じた場合切り捨てるものとする。 

  甲は乙の発行する請求書によりその代金を支払うものとする。 

 

10 疑義の決定 

  本業務に際し，疑義が生じた場合は，双方協議のうえ決定するものとする。ただし，協議が成立

しない場合は，甲の指示に従うこと。 

 



 

 

１ 指定場所及び発生見込み量（令和 6年 10月～令和 7年 9月までの実績） 

No 
施設・ 

町内会 

保管 

場所 

保管場所 

住所 

保管状態 

排出頻度 

収 集

見 込

回 数

／年 

発生量／年 

１ 

エコロジーパー

ク 

こまつ 

ストック

ヤード 

大野町信

三郎谷１ 

運搬用容器（パ

ルティナ容器

等）＝100Kgゲ

ージ×6，溜ま

ったら連絡 

5回 1.2ｔ 

２ 河田館町 

拠点型 

集積場 

（町） 

河田館町

ヲ 104 

100Kg ゲージ×

1，月 1回収集希

望（月末） 

随時 1.0ｔ 

３ 月美丘 
月美丘 1-

69 

直置き，溜まっ

たら連絡 
随時 0.5ｔ 

４ 木場町 
木場町イ

125 

直置き，溜まっ

たら連絡 
随時 0.1ｔ 

５ 吉竹町 吉竹町 溜まったら連絡 随時 3.0ｔ 

６ 若杉町 

 

若杉町 溜まったら連絡 随時 1.0ｔ 

７ 荒木田町 荒木田町 溜まったら連絡 随時 0.1ｔ 

８ 安宅中学校  安宅町 溜まったら連絡 随時 0.1ｔ 

９ 

市ﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1

号店/ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

あしだ 

拠点型 

施設 

（公共） 

 

芦田町二

丁目 7番

地 1 

運搬用容器（パ

ルティナ容器

等），溜まった

ら連絡 

随時- 28.0ｔ 

10 

市ﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 2

号店/小松ｻﾝ･ｱﾋﾞ

ﾘﾃｨｰｽﾞ 

符津町念

仏ケ２－

７ 

運搬用容器（パ

ルティナ容器

等），溜まった

ら連絡 

随時 3.3ｔ 

11 

市ﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 3

号店/松陽地区体

育館駐車場 

大領町な

66 

直置き，溜まっ

たら連絡 
随時 20.0ｔ 

12 

市ﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 4

号店/国府地区体

育館駐車場 

河田町ぬ

18 

運搬用容器（パ

ルティナ容器

等），溜まった

ら連絡 

随時 3.0ｔ 

13 

市ﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 5

号店/ふれあい松

東駐車場 

 長谷町 49 
直置き，溜まっ

たら連絡 
随時 2.0ｔ 

14 粟津町 公民館 溜まったら連絡 随時 0.1ｔ 

（別紙） 



15 矢沢町 公民館 年 2回 2回 0.5ｔ 

16 
西軽海町 

二丁目 
倉庫 年１回 1回 0.5ｔ 

17 白江町 神社前 集積場 年 2回 2回 0.1ｔ 

18 今江町 公民館 年 2回 2回 0.5ｔ 

19 高堂町 公民館 年 1回 １回 0.1ｔ 

20 日末町 公民館 
1，4，7，10月 

第３週木曜日 
4回 0.5ｔ 

21 島町 公民館 溜まったら連絡 随時 0.5ｔ 

22 稚松校下 

公民館別紙一覧によ

る（公民館のない町

は隣接公民館へ） 

稚松校下統一デ

ー収集、 

年 2回、6月,12

月の第 1日曜日 

2回 3.4ｔ 

23 東陵校下 各公民館 全 5ケ所 1回 0.5ｔ 

小計  70.0ｔ 

 

２ 荷姿  ごみ袋（一般的な透明又は半透明のごみ袋）入り  

 

３ 古着の条件  

 （１）出せるもの 洗濯済みに限る。乾いた清潔なもの。 

 （２）出せないもの  濡れているもの。汚れているもの。  

 

４ 古着古布の範囲  

（１） 出せるもの・・・・衣類全般，ハンカチ，タオル，着物，バスタオル等  

（２） 出せないもの・・・ぬいぐるみ，カーテン，カーペット，布団，毛布，枕，帯， 

座布団等衣類でないもの，使用済み雑巾等  

 

５ 計量場所について 

（１） エコロジーパークこまつから引き取る場合は、エコロジーパークこまつで計量を行う。 

（２） エコロジーパークこまつ以外の指定場所から引き取る場合は、乙の計量器で集積場毎に計量

を行う。  

 

 

 

 

 

[事務担当] 

 環境推進課（担当 田中） 

 電話番号０７６１－２４－８０６９  

 ＦＡＸ ０７６１－２３－６４０４   

 メール eco@city,komatsu.lg.jp  


